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コンパクトシティ形成支援チーム



跡地等管理区域における建築物跡地等の
適正管理にかかる以下の費⽤を⽀援
－跡地管理⽅策に関する調査、検討経費
－跡地等管理協定を締結⼜は締結⾒込みの建築物
跡地等の管理のための専⾨家派遣経費及び管理上
必要な敷地整備経費

コンパクトシティ形成支援事業（集約都市形成支援事業）

コンパクトなまちづくりを推進するため、⽴地適正化計画等の計画作成や、医療、福祉施設等の集約地域への移
転促進、移転跡地の都市的⼟地利⽤からの転換等に対する⽀援を⾏う。

対象計画：①⽴地適正化計画
②広域的な⽴地適正化の⽅針
③低炭素まちづくり計画
④ＰＲＥ活⽤計画

■ 計画作成の支援

ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨの推進に向けた以下の段階における
地域住⺠等の理解や合意形成を図るために
必要なデータ整備、資料作成等の検討・調査、
専⾨家の派遣等に係る費⽤を⽀援
－対象計画の策定
－対象計画に基づく各種施策の推進

■ コーディネート支援

■建築物跡地等の適正管理支援

誘導施設等の除却処分・緑地等整備の⽀援
－医療施設、社会福祉施設等(延床1,000㎡以上)
－商業施設（上記施設と⼀体的に⽴地）

補助対象者
(直接補助:1/2)
地⽅公共団体
⺠間事業者等
(間接補助:1/3)
⺠間事業者等

コンパクトシティ形成⽀援事業の概要

補助対象者（直接補助:1/2
）
地⽅公共団体（①〜④）
鉄道沿線まちづくり協議会
（②のみ）【H28拡充】

■ 誘導施設等の移転促進の支援 補助対象者
(直接補助:1/2)
地⽅公共団体
⺠間事業者等
(間接補助:1/3)
⺠間事業者等

補助対象者
(直接補助:1/2)
地⽅公共団体
⺠間事業者等
(間接補助:1/3)
⺠間事業者等
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